
江東区特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業助成要綱 

平成２３年１０月３１日 

２３江都調第１４２８号 

（目的） 

第１条 この要綱は、地震発生時において特定緊急輸送道路に係る沿道建築物

（国又は地方公共団体の所有するものその他区が定めるものを除く。以下

「特定緊急輸送道路沿道建築物」という。）の倒壊による道路の通行の妨げ

を防止し、広域的な避難路及び輸送路を確保するため、特定緊急輸送道路沿

道建築物の補強設計、耐震改修、建替え及び除却（以下「補強設計等」とい

う。）に係る費用を助成することにより、当該建築物の耐震化を促進し、も

って災害に強いまちづくりを実現することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

(1) 特定緊急輸送道路 建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年法

律第１２３号）第５条第３項第２号の規定により緊急輸送道路として東京

都耐震改修促進計画に記載された道路で、東京における緊急輸送道路沿道

建築物の耐震化を推進する条例（平成２３年東京都条例第３６号。以下

「都条例」という。）第７条第１項の規定に基づき指定されたものをいう。 

(2) 沿道建築物 建築物のいずれかの部分の高さが、東京における緊急輸送

道路沿道建築物の耐震化を推進する条例施行規則（平成２３年東京都規則

第２２号。以下「都規則」という。）第３条で定める高さを超えるもの

（昭和５６年６月１日以後に新築の工事に着手したものを除く。）であっ

て、その敷地が緊急輸送道路に接するものをいう。 

(3) 耐震診断 都条例第６条第１項の指針（以下「耐震化指針」という。）

に定める方法により地震に対する安全性を評価することをいう。 

(4) 補強設計 耐震診断に基づく建築物の補強工事の設計をいう。 

(5) 耐震改修 耐震化指針に定める地震に対する安全性の基準に適合させる

ことを目的として、増築、改築、修繕、模様替若しくは一部の除却又は敷

地の整備をすることをいう。 



(6) 住宅 一戸建ての住宅、長屋及び共同住宅をいい、店舗等の用途を兼ね

るもの（店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の２分の１未満のも

のをいう。）を含む。 

(7) マンション 共同住宅のうち、延べ面積が１，０００平方メートル以上

であり、かつ、地階を除く階数が原則として３階以上の耐火建築物又は準

耐火建築物をいう。 

(8) 分譲マンション ２以上の区分所有者（建物の区分所有等に関する法律

（昭和３７年法律第６９号。以下「区分所有法」という。）第２条第２項

に規定する区分所有者をいう。）が存する建物で人の居住の用に供する専

有部分（区分所有法第２条第３項に規定する専有部分をいう。）がある共

同住宅（店舗等の用途を兼ねるもので店舗等の用に供する部分の床面積が

延べ面積の２分の１未満のものを含む。）をいう。 

(9) アスベスト除去工事 建替え又は除却により発生した吹付け材等に含ま

れるアスベスト（労働安全衛生法施行令（昭和４７年政令第３１８号）第

６条第２３号に規定する石綿等をいう。）の除去の工事（建築物石綿含有

建材調査者講習登録規程（平成３０年厚生労働省・国土交通省・環境省告

示第１号）第２条第２項、第３項又は第４項に規定する石綿含有建材調査

者の関与を受けて実施するものに限る。）をいう。 

（助成対象者） 

第３条 助成対象者は、特定緊急輸送道路沿道建築物の所有者であって、前年

度の住民税（法人にあっては、法人税）を滞納していないものとする。ただ

し、次の各号に掲げる建築物については、当該各号に定める者を助成対象者

とする。 

(1) 分譲マンション 当該マンションの管理組合又は区分所有者の代表者 

(2) 共同で所有する建築物 共有者全員によって合意された代表者 

（助成対象事業） 

第４条 助成対象事業は、東京都緊急輸送道路沿道建築物耐震化等促進事業制

度要綱（平成２０年４月１日付１９都市建企第８８６号。以下「都要綱」と

いう。）に基づく補助対象事業の要件に適合し、及び他の補助金等の交付を

受けない補強設計等で、次の各号に掲げる事業に応じ、当該各号に定める条



件を全て満たすものとする。 

(1) 補強設計 次に掲げる条件 

ア 耐震診断の結果、Ｉｓ（各階の構造耐震指標をいう。以下同じ。）の

値が０．６未満相当若しくはＩｗ（各階の張り間方向又はけた行方向の

構造耐震指標をいう。以下同じ）の値が１．０未満相当であること又は

倒壊の危険性があると区長が判断したものであること。 

イ 当該耐震改修計画において、耐震改修後にＩｓの値が０．６以上相当

又はＩｗの値が１．０以上相当となるよう計画されていること。 

ウ 当該耐震改修計画が建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づき国

土交通大臣が定めた建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための

基本的な方針（平成１８年１月２５日国土交通省告示第１８４号）の指

針に適合する水準にあるか否かについて、東京都が指定する評定専門機

関の評定を受けたものであること。 

エ 建築基準法及び関係法令に重大な不適合がある場合は、その是正をす

る設計を同時に行うものであること。 

オ 都条例第１０条第１項各号に掲げる者が行うものであること。 

(2) 耐震改修、建替え及び除却（一部の除却を除く。） 次に掲げる条件 

ア 耐震診断の結果、Ｉｓの値が０．６未満相当若しくはＩｗの値が１．

０未満相当であること又は倒壊の危険性があると区長が判断したもので

あること。 

イ 耐震改修については、次に掲げる要件を満たすこと。 

(ｱ) 耐震改修後にＩｓの値が０．６以上相当又はＩｗの値が１．０以上

相当となるよう計画された事業であること。 

(ｲ) 当該耐震改修計画について、前号ウに規定する評定を受けたもので

あること。 

(ｳ) 建築基準法及び関係法令に重大な不適合がある場合は、その是正が

同時になされるものであること。 

（助成金の額） 

第５条 助成金の額は、別表第１に定めるとおりとし、予算の範囲内で交付す

る。ただし、耐震診断の結果Ｉｓの値が０．３未満相当の特定緊急輸送道路



沿道建築物の耐震改修に係る助成金の額は、別表第１に定めるところにより

算出した額に別表第２の加算額を加えた額とする。 

２ 区長は、補強設計等が住宅・建築物防災力緊急促進事業補助金交付要綱

（令和７年３月３１日国住街第１４５号、国住市第９９号、国住木第１１１

号国土交通省住宅局長通知）に該当するときは、前項の助成金の額に加え、

別表第３に定めるところにより算出した額を助成するものとする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、住宅の補強設計又は共同住宅の耐震改修を実

施する場合の助成金の額は、前２項の規定により算出した助成金の合計額又

は次の各号に掲げる額のうち、いずれか高い額とする。 

(1) 一戸建ての住宅及び長屋の補強設計の場合は、補強設計に要した費用に

３分の２を乗じて得た額（１００万円を限度とする。） 

(2) 共同住宅の補強設計の場合は、補強設計に要した費用に２分の１を乗じ

て得た額（１５０万円を限度とする。） 

(3) 共同住宅の耐震改修の場合は、耐震改修に要した費用に２分の１を乗じ

て得た額（２，０００万円を限度とする。） 

４ 前３項の規定により助成金の額を算出するに当たっては、消費税及び地方

消費税相当額を含まないものとする。 

５ 助成金の額は１，０００円単位とし、１，０００円未満の端数が生じたと

きは、これを切り捨てる。 

（全体設計の承認） 

第６条 補強設計等が複数年度にわたる事業について助成金の交付を受けよう

とする者は、当該補強設計等の初年度において、特定緊急輸送道路沿道建築

物耐震化促進事業全体設計承認申請書（別記第１号様式）に次に掲げる書類

を添えて区長に申請し、補強設計等に係る事業費の総額及び事業完了予定時

期等の全体設計について承認を得なければならない。 

(1) 案内図 

(2) 配置図 

(3) 工程表（年度ごとの出来高が分かるもの） 

(4) 見積書（年度ごとの支払額が分かるもの） 

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類 



２ 区長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、承認

することを決定したときは特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業全体

設計承認通知書（別記第２号様式）により、承認しないことを決定したとき

は特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業全体設計不承認通知書（別記

第３号様式）により、当該申請者に通知する。 

（交付申請） 

第７条 補強設計に係る助成金の交付を受けようとする者は、特定緊急輸送道

路沿道建築物耐震化促進事業助成金交付申請書（別記第４号様式。以下この

条において「申請書」という。）に次に掲げる書類を添えて、区長に申請す

るものとする。 

(1) 建物全部事項証明書又は建物の所有権を証する書類（分譲マンションの

管理組合の場合を除く。） 

(2) 建築確認通知書の写し又は建築年月日を証する書類 

(3) 代表者承諾書及び共有者全員の同意書（共同で所有する建築物の場合に

限る。） 

(4) 管理組合の規約及び補強設計等の実施を決議したことが分かる書類（分

譲マンションの管理組合の場合に限る。） 

(5) 法人全部事項証明書（法人の場合に限る。） 

(6) 前年度の住民税納税証明書若しくは非課税証明書又は前事業年度の法人

税納税証明書（分譲マンションの管理組合の場合を除く。） 

(7) 特定緊急輸送道路沿道建築物であることが確認できる書類 

(8) 案内図、配置図、各階平面図及び立面図 

(9) 設計者が都条例第１０条第１項各号に掲げる者であることを証する書面

の写し 

(10) 耐震診断結果報告書 

(11) 補強設計見積書 

(12) 補強設計工程表 

(13) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類 

２ 耐震改修に係る助成金の交付を受けようとする者は、申請書に次に掲げる

書類を添えて、区長に申請するものとする。 



(1) 前項第１号から第８号までに規定する書類 

(2) 土地の所有者の承諾書（借地の場合又は共有者がいる場合に限る。） 

(3) 工事に関する設計図書 

(4) 補強設計結果報告書 

(5) 補強設計に係る評定書 

(6) 工事見積書 

(7) 工事工程表 

(8) 建築基準法第２条第１１号に規定する工事監理者の資格を示す書類 

(9) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類 

３ 建替えに係る助成金の交付を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書

類を添えて、区長に申請するものとする。 

(1) 第１項第１号から第８号までに規定する書類 

(2) 土地の所有者の承諾書（借地の場合又は共有者がいる場合に限る。） 

(3) 耐震診断結果報告書 

(4) 工事に関する設計図書 

(5) 耐震改修に要する費用を示す書類 

(6) 工事見積書 

(7) 工事工程表 

(8) 建替え後の建築物が都要綱に基づく補助対象事業の要件に適合するもの

であることを証する書面の写し 

(9) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類 

４ 除却に係る助成金の交付を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類

を添えて、区長に申請するものとする。 

(1) 第１項第１号から第８号までに規定する書類 

(2) 土地の所有者の承諾書（借地の場合又は共有者がいる場合に限る。） 

(3) 耐震診断結果報告書 

(4) 耐震改修に要する費用を示す書類 

(5) 工事見積書 

(6) 工事工程表 

(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類 



（交付決定） 

第８条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、

適当と認めるときは特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業助成金交付

決定通知書（別記第５号様式）により、不適当と認めるときは特定緊急輸送

道路沿道建築物耐震化促進事業助成金交付申請却下通知書（別記第６号様

式）により、当該申請者に通知する。 

２ 区長は、前項の規定による交付決定に際し、必要に応じて条件を付するこ

とができる。 

（取下げ） 

第９条 助成金の交付決定を受けた者（以下「助成事業者」という。）は、前

条に規定する助成金の交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服

があり、助成金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定通知を受

けた日から１４日以内に、その旨を記載した書面を区長に提出しなければな

らない。 

（補強設計等の実施） 

第１０条 助成事業者は、交付決定通知後（第６条の規定による全体設計の承

認を受けた者（以下「全体設計承認者」という。）にあっては、全体設計承

認の通知後）速やかに、補強設計等の契約を締結し、補強設計等に着手する

とともに、特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業着手届（別記第７号

様式）に補強設計等の契約書の写し及び工程表を添えて、区長に提出するも

のとする。 

（検査） 

第１１条 区長は、補強設計等の工事内容が適切であるかを判断するために、

当該工事の中間検査及び完了検査を行う。 

（申請内容の変更） 

第１２条 助成事業者は、補強設計等の内容について変更しようとするときは、

変更契約前に特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業助成金交付変更申

請書（別記第８号様式）に次に掲げる書類を添えて、区長に提出するものと

する。 

(1) 申請内容の変更を示す書類 



(2) 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類 

２ 区長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当

と認めるときは特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業助成金交付変更

承認通知書（別記第９号様式）により、不適当と認めるときは特定緊急輸送

道路沿道建築物耐震化促進事業助成金交付変更不承認通知書（別記第１０号

様式）により、当該助成事業者に通知する。 

３ 区長は、前項の規定による承認に際し、必要に応じて条件を付することが

できる。 

（全体設計の変更） 

第１３条 全体設計承認者は、当該承認の際における申請内容を変更しようと

するときは、前条の規定による変更の申請とともに特定緊急輸送道路沿道建

築物耐震化促進事業全体設計変更承認申請書（別記第１１号様式）により区

長に申請し、その承認を得なければならない。 

２ 区長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当

と認めるときは特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業全体設計変更承

認通知書（別記第１２号様式）により、不適当と認めるときは特定緊急輸送

道路沿道建築物耐震化促進事業全体設計変更不承認通知書（別記第１３号様

式）により、当該申請者に通知する。 

（補強設計等の中止） 

第１４条 助成事業者又は全体設計承認者は、補強設計等を中止しようとする

ときは、特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業中止申請書（別記第１

４号様式）を区長に提出するものとする。 

２ 区長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当

と認めるときは特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業中止承認通知書

（別記第１５号様式）により、不適当と認めるときは特定緊急輸送道路沿道

建築物耐震化促進事業中止不承認通知書（別記第１６号様式）により、当該

助成事業者又は全体設計承認者に通知する。 

（完了届） 

第１５条 助成事業者は、補強設計を完了したときは、特定緊急輸送道路沿道

建築物耐震化促進事業完了届（別記第１７号様式。以下「完了届」とい



う。）に次に掲げる書類を添えて、区長に提出するものとする。 

(1) 補強設計結果報告書 

(2) 契約書又はその写し 

(3) 補強設計に係る評定書 

(4) 補強設計費用明細書 

(5) 補強設計費用を証する書類 

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類 

２ 助成事業者は、耐震改修を完了したときは、完了届に次に掲げる書類を添

えて、区長に提出するものとする。 

(1) 耐震改修費用明細書 

(2) 契約書又はその写し 

(3) 耐震改修費用を証する書類 

(4) 工事の着手前、工事中及び工事完了時の建築物の写真（耐震改修の状況

が分かるもの） 

(5) 工事監理報告書 

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類 

３ 助成事業者は、建替えを完了したときは、完了届に次に掲げる書類を添え

て、区長に提出するものとする。 

(1) 建替え費用明細書 

(2) 契約書又はその写し 

(3) 建替え費用を証する書類 

(4) 工事の着手前、工事中及び工事完了時の建築物の写真（建替えの状況が

分かるもの） 

(5) 工事監理報告書 

(6) 建替え後の建築物が都要綱に基づく補助対象事業の要件に適合するもの

であることを証する書面の写し 

(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類 

４ 助成事業者は、除却を完了したときは、完了届に次に掲げる書類を添えて、

区長に提出するものとする。 

(1) 除却費用明細書 



(2) 契約書又はその写し 

(3) 除却費用を証する書類 

(4) 工事の着手前、工事中及び工事完了時の建築物の写真（除却の状況が分

かるもの） 

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類 

５ 全体設計承認者は、当該補強設計等の全部が完了する前に会計年度が終了

するときは、当該会計年度内に完了した部分について、会計年度ごとに区長

に報告するものとする。 

６ 第１項から第４項までの規定は、前項の規定による報告について準用する。

ただし、区長が必要と認めるときは、報告書に添付する書類について、これ

を変更することができる。 

（額の確定及び交付） 

第１６条 区長は、前条の完了届が提出されたときはその内容を審査し、当該

事業が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交

付すべき助成金の額を確定し、特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業

助成金交付額確定通知書（別記第１８号様式）により助成事業者に通知する。 

２ 助成事業者は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに特定緊急

輸送道路沿道建築物耐震化促進事業助成金請求書兼支払金口座振替依頼書

（別記第１９号様式）により、区長に助成金の交付を請求するものとする。 

３ 区長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに助成金を交付す

る。 

（是正命令） 

第１７条 区長は、前条の規定による審査の結果、補強設計等が助成金の交付

決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めるときは、助成事業者

に対し、期日を指定して、これらに適合させるための措置をとるべきことを

命ずることができる。 

（交付決定の取消し） 

第１８条 区長は、助成事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるとき

は、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

(1) 偽りの申請その他不正な手段により助成金の交付決定又は交付を受けた



とき。 

(2) 助成金を助成対象事業以外の用途に使用したとき。 

(3) 助成対象事業が期間内に完了する見込みがなくなったとき。 

(4) 助成金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反した

とき。 

(5) 前条に規定する是正命令に従わないとき。 

２ 区長は、前項の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消した

ときは、特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業助成金交付決定取消通

知書（別記第２０号様式）により、助成事業者に通知する。 

（助成金の返還） 

第１９条 区長は、前条の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り

消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成事業者に助成

金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。 

２ 前項の規定による助成金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いにつ

いては、江東区補助金等交付事務規則（平成２０年３月江東区規則第２４

号）で定めるところによる。 

（財産処分の制限） 

第２０条 助成事業者は、助成対象事業により取得し、又は効用を増加した財

産を助成金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担

保に供しようとするときは、あらかじめ区長の承認を得なければならない。 

（委任） 

第２１条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、都市整備部長が別に

定める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規程は、令和６年１１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規程の施行の際、この規程による改正前の江東区特定緊急輸送道路沿

道建築物耐震化促進事業助成要綱の別記様式による用紙で、現に残存するも

のは、所要の修正を加え、なお使用することができる。 



附 則 

この規程は、令和７年４月１日から施行する。 

別表第１（第５条関係） 

助成対象事業 助成対象経費の額 助成限度額 

補強設計 補強設計に要する費用又

は次の各号に掲げる部分の

区分に応じ、当該各号によ

り算出した額を合算した額

のうちいずれか少ない額 

(1) 建物の延べ面積（以

下「面積」という。）

のうち１，０００平方

メートル以内の部分 

当該部分の面積に１平

方メートル当たり５，

０００円を乗じて得た

額 

(2) 面積のうち１，００

０平方メートルを超え

２，０００平方メート

ル以内の部分 当該部

分の面積に１平方メー

トル当たり３，５００

円を乗じて得た額 

(3) 面積のうち２，００

０平方メートルを超え

る部分 当該部分の面

積に１平方メートル当

たり２，０００円を乗

助成対象経費の６分の５

の額。ただし、助成対象経

費の額が２２５万円を超え

４５０万円以内の場合は、

助成対象経費の２分の１の

額に７５万円を加えた額と

し、助成対象経費の額が４

５０万円を超える場合は、

助成対象経費の３分の１の

額に１５０万円を加えた額

とする。 



じて得た額 

耐震改修 １ 耐震改修に要する費用

又は次の各号に掲げる建

物の区分に応じ、当該各

号に定める額のうちいず

れか少ない額 

(1) 耐震診断の結果、Ｉ

ｓの値が０．３未満相

当の建築物（マンショ

ン及び住宅を除く。以

下同じ。） 延べ面積

に１平方メートル当た

り６万２，７００円を

乗じて得た額。ただ

し、１棟当たりの上限

額は、６億２，７００

万円とする。 

(2) 耐震診断の結果、Ｉ

ｓの値が０．３以上相

当の建築物 延べ面積

に１平方メートル当た

り５万７，０００円を

乗じて得た額。ただ

し、１棟当たりの上限

額は、５億７，０００

万円とする。 

(3) 耐震診断の結果、Ｉ

ｓの値が０．３未満相

当のマンション 延べ

助成対象経費の６分の５

の額。ただし、面積が５，

０００平方メートル以内で

助成対象経費の額が３，０

００万円を超え６，０００

万円以内の場合は助成対象

経費の２分の１の額に１，

０００万円を加えた額、面

積が５，０００平方メート

ル以内で助成対象経費の額

が６，０００万円を超える

場合は助成対象経費の３分

の１の額に２，０００万円

を加えた額、面積が５，０

００平方メートルを超える

部分は助成対象経費の６分

の１の額とする。 



面積に１平方メートル

当たり５万６，９００

円を乗じて得た額。た

だし、１棟当たりの上

限額は、５億６，９０

０万円とする。 

(4) 前号に掲げるもの以

外のマンション 延べ

面積に１平方メートル

当たり５万１，７００

円を乗じて得た額。た

だし、１棟当たりの上

限額は、５億１，７０

０万円とする。 

(5) 住宅（マンションを

除く。以下同じ。） 

延べ面積に１平方メー

トル当たり３万９，９

００円を乗じて得た

額。ただし、１棟当た

りの上限額は、３億

９，９００万円とす

る。 

２ 前項第１号及び第２号

の規定にかかわらず、建

築物の耐震改修を行う場

合であって、免震工法等

を含む特殊な工法による

ときは、耐震改修に要す



る費用又は延べ面積に１

平方メートル当たり９万

３，３００円を乗じて得

た額のうちいずれか少な

い額。ただし、１棟当た

りの上限額は、９億３，

３００万円とする。 

３ 第１項第３号及び第４

号の規定にかかわらず、

マンションの耐震改修を

行う場合であって、免震

工法等を含む特殊な工法

によるときは、耐震改修

に要する費用又は延べ面

積に１平方メートル当た

り８万６，４００円を乗

じて得た額のうちいずれ

か少ない額。ただし、１

棟当たりの上限額は、８

億６，４００万円とす

る。 

建替え 耐震改修に要する費用相

当額、建替えに要する費用

（アスベスト除去工事に要

する費用を含む。）又は次

の各号に掲げる建物の区分

に応じ、当該各号に定める

額のうちいずれか少ない額 

(1) 建築物 延べ面積に

助成対象経費の３分の１

の額。ただし、面積が５，

０００平方メートルを超え

る部分は、助成対象経費の

６分の１の額とする。 



１平方メートル当たり

５万７，０００円を乗

じて得た額。ただし、

１棟当たりの上限額

は、５億７，０００万

円とする。 

(2) マンション 延べ面

積に１平方メートル当

たり５万１，７００円

を乗じて得た額。ただ

し、１棟当たりの上限

額は、５億１，７００

万円とする。 

(3) 住宅 延べ面積に１

平方メートル当たり３

万９，９００円を乗じ

て得た額。ただし、１

棟当たりの上限額は、

３億９，９００万円と

する。 

除却 耐震改修に要する費用相

当額、除却に要する費用

（アスベスト除去工事に要

する費用を含む。）又は次

の各号に掲げる建物の区分

に応じ、当該各号に定める

額のうちいずれか少ない額 

(1) 建築物 延べ面積に

１平方メートル当たり



５万７，０００円を乗

じて得た額。ただし、

１棟当たりの上限額

は、５億７，０００万

円とする。 

(2) マンション 延べ面

積に１平方メートル当

たり５万１，７００円

を乗じて得た額。ただ

し、１棟当たりの上限

額は、５億１，７００

万円とする。 

(3) 住宅 延べ面積に１

平方メートル当たり３

万９，９００円を乗じ

て得た額。ただし、１

棟当たりの上限額は、

３億９，９００万円と

する。 

別表第２（第５条関係） 

助成対象事業 加算の基礎となる額 加算額 

耐震改修 次の各号に掲げる建物の

区分に応じ、当該各号に定

める額 

(1) 建築物 延べ面積に

耐震改修に要する費用

として支出した額の１

平方メートル当たりの

単価又は８万５，５０

加算の基礎となる額の３

０分の１７に２，０００円

を加えた額。ただし、面積

が５，０００平方メートル

を超える部分は、加算の基

礎となる額の６０分の２３

の額とする。 



０円のうちいずれか少

ない額から６万２，７

００円を差し引いた額

を乗じて得た額。ただ

し、１棟当たりの別表

第１における耐震改修

の助成対象経費の額と

加算の基礎となる額の

合計額の上限額（以下

「１棟当たりの上限

額」という。）は、８

億５，５００万円とす

る。 

(2) マンション 延べ面

積に耐震改修に要する

費用として支出した額

の１平方メートル当た

りの単価又は７万７，

５５０円のうちいずれ

か少ない額から５万

６，９００円を差し引

いた額を乗じて得た

額。ただし、１棟当た

りの上限額は、７億

７，５５０万円とす

る。 

(3) 住宅 延べ面積に耐

震改修に要する費用と

して支出した額の１平



方メートル当たりの単

価又は５万９，８５０ 

円のうちいずれか少な

い額から３万９，９０

０円を差し引いた額を

乗じて得た額。ただ

し、１棟当たりの上限

額は、５億９，８５０

万円とする。 

別表第３（第５条関係） 

助成対象事業 助成対象経費の額 助成限度額 

補強設計 補強設計に要する費用の

額 

次により算出した額。 

(1) 別表第１により算出

した助成限度額を助成

対象経費の額で除して

得た値に４分の１を乗

じて得た値を助成率と

する。ただし、助成率

の上限は６分の１とす

る。 

(2) 助成限度額は、前号

により算出した助成率

に助成対象経費の額を

乗じて得た額とする。 

耐震改修 １ 耐震改修に要する費用

又は次の各号に掲げる建

物の区分に応じ、当該各

号に定める額のうちいず

れか少ない額 

次により算出した額。 

(1) 別表第１及び別表第

２により算出した助成

限度額を助成対象経費

の額で除して得た値に



(1) 耐震診断の結果、Ｉ

ｓの値が０．３未満相

当の建築物 延べ面積

に１平方メートル当た

り６万２，７００円を

乗じて得た額 

(2) 耐震診断の結果、Ｉ

ｓの値が０．３以上相

当の建築物 延べ面積

に１平方メートル当た

り５万７，０００円を

乗じて得た額 

(3) 耐震診断の結果、Ｉ

ｓの値が０．３未満相

当のマンション 延べ

面積に１平方メートル

当たり５万６，９００

円を乗じて得た額 

(4) 耐震診断の結果、Ｉ

ｓの値が０．３以上相

当のマンション 延べ

面積に１平方メートル

当たり５万１，７００

円を乗じて得た額 

(5) 住宅 延べ面積に１

平方メートル当たり３

万９，９００円を乗じ

て得た額 

２ 前項第１号及び第２号

１０分の１を乗じて得

た値を助成率とする。

ただし、助成率の上限

は１５分の１とする。 

(2) 助成限度額は、前号

により算出した助成率

に助成対象経費の額を

乗じて得た額とする。 



の規定にかかわらず、建

築物の耐震改修を行う場

合であって、免震工法等

を含む特殊な工法による

ときは、耐震改修に要す

る費用又は延べ面積に１

平方メートル当たり９万

３，３００円を乗じて得

た額のうちいずれか少な

い額 

３ 第１項第３号及び第４

号の規定にかかわらず、

マンションの耐震改修を

行う場合であって、免震

工法等を含む特殊な工法

によるときは、耐震改修

に要する費用又は延べ面

積に１平方メートル当た

り８万６，４００円を乗

じて得た額のうちいずれ

か少ない額 

建替え 耐震改修に要する費用相

当額、建替えに要する費用

（アスベスト除去工事に要

する費用を除く。）又は次

の各号に掲げる建物の区分

に応じ、当該各号に定める

額のうちいずれか少ない額 

(1) 建築物 延べ面積に

次により算出した額。 

(1) 別表第１により算出

した助成限度額を助成

対象経費の額で除して

得た値に１０分の１を

乗じて得た値を助成率

とする。ただし、助成

率の上限は１５分の１



１平方メートル当たり

５万７，０００円を乗

じて得た額 

(2) マンション 延べ面

積に１平方メートル当

たり５万１，７００円

を乗じて得た額 

(3) 住宅 延べ面積に１

平方メートル当たり３

万９，９００円を乗じ

て得た額 

とする。 

(2) 助成限度額は、前号

により算出した助成率

に助成対象経費の額を

乗じて得た額とする。 

除却 耐震改修に要する費用相

当額、除却に要する費用

（アスベスト除去工事に要

する費用を除く。）又は次

の各号に掲げる建物の区分

に応じ、当該各号に定める

額のうちいずれか少ない額 

(1) 建築物 延べ面積に

１平方メートル当たり

５万７，０００円を乗

じて得た額 

(2) マンション 延べ面

積に１平方メートル当

たり５万１，７００円

を乗じて得た額 

(3) 住宅 延べ面積に１

平方メートル当たり３

万９，９００円を乗じ

 



て得た額 



 



 



 



 



 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


